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　◎職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一
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規 則

高知県立室戸体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則をここに公布する。

令和 4年12月27日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第51号

高知県立室戸体育館の設置及び管理に関する条例施行規

則の一部を改正する規則

高知県立室戸体育館の設置及び管理に関する条例施行規則（平

成 3年高知県規則第27号）の一部を次のように改正する。

第 6条第 1項中「第12条第 1項」を「第12条第 1項前段」に改

め、同条第 2項中「第12条第 1項」を「第12条第 1項後段」に改

める。

第 8条第 2項第 1号イ中「国民体育大会」を「国民スポーツ大

会」に改める。

別記第 1号様式中「㊞」を削る。

別記第 2号様式中「 」を削る。

別記第 3号様式中「㊞」を削る。

別記第 4 号様式から別記第 6 号様式までの規定中「 」を削

る。

別記第 7号様式中「㊞」を削る。

別記第 8号様式中「 」を削る。

別記第 9号様式中「㊞」を削る。

別記第10号様式中「 」を削る。

別記第11号様式中「㊞」を削る。

附　則

この規則は、令和 5年 1月 1日から施行する。

告 示

議 会 告 示

教 育 委 員 会 告 示

警 察 本 部 告 示

高知県告示第917号

高知県議会告示第 1号

高知県教育委員会告示第 4号

高知県警察本部告示第 2号

高知

技能職員の給与及び旅費に関する就業規則　昭和32年10月
高知

高知

高知

県告示第645号

県議会議長告示第 1号　　
の一部を次のように改正する。

県教育委員会告示第30号

県警察本部告示第 1号

令和 4年12月27日

高知県知事　　　　濵田　省司

高知県議会議長　　明神　健夫

高知県教育長　　　長岡　幹泰

高知県警察本部長　江口　寛章

別表第 1を次のように改める。
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再任
用職
員以
外の
職員

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

別別表表第第１１（第２条関係）

技能職給料表

職員
の区
分 号給

再任
用職
員以
外の
職員
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再任
用職
員

再任
用職
員以
外の
職員

再任
用職
員以
外の
職員
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別表第 3の 2中
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を に改める。
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55

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与の支給等に関する規則（昭和31年高知県人事委員会

規則第 3号）の一部を次のように改正する。

別表第 5の 4の表中「6,300円」を「6,400円」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給

等に関する規則の規定は、令和 4年 4月 1日から適用する。

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

令和 4年12月27日

高知県人事委員会委員長　門田　純一

高知県人事委員会規則第28号

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部

を改正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和32年高

知県人事委員会規則第 7号）の一部を次のように改正する。

別表第31の 1の表中

65
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66
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」 」

附　則

（施行期日等）

1　この就業規則は、令和 4年12月27日から施行し、この就業規

則による改正後の技能職員の給与及び旅費に関する就業規則

（次項において「改正後の就業規則」という。）の規定は、令

和 4年 4月 1日から適用する。

（内払）

2　改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この就

業規則による改正前の技能職員の給与及び旅費に関する就業規

則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の就業規則の規

定による給与の内払とみなす。

（雑則）

3　この就業規則に定めるもののほか、この就業規則の施行に関

し必要な事項は、一般職員の例による。

人 事 委 員 会 規 則

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

令和 4年12月27日

高知県人事委員会委員長　門田　純一

高知県人事委員会規則第27号

に、
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附　則

（施行期日等）

1　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（次項におい

て「改正後の規則」という。）の規定は、令和 4年 4月 1日か

ら適用する。

（経過措置）

2 　令和 4 年 4 月 1 日からこの規則の施行の日（次項において

「施行日」という。）の前日までの間において、新たに給料表

の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等におけ

る号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった

職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による

改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以

下この項において「改正前の規則」という。）の規定による号

給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給につ

いては、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規

定による号給とするものとする。

3　施行日から令和 5年 3月31日までの間において、新たに給料

表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時

等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動

のあった職員（個別に人事委員会の承認を得て号給を決定する

こととされている職員を除く。）のうち、前項の規定の適用を

受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適

用又は異動の日における号給については、なお従前の例による

ことができる。
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期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

令和 4年12月27日

高知県人事委員会委員長　門田　純一

高知県人事委員会規則第29号

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規

則

期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和38年高知県人事委員

会規則第31号）の一部を次のように改正する。

第13条第 1項第 1号中「100分の100.5以上100分の165以下」を

「100分の105.5以上100分の175以下」に、「100分の124.5以上

100分の205以下」を「100分の129.5以上100分の215以下」に改

め、同項第 2号中「100分の90以上100分の100.5未満」を「100分

の95以上100分の105.5未満」に、「100分の111以上100分の124.5

未満」を「100分の116以上100分の129.5未満」に改め、同項第 3

号中「100分の79.5」を「100分の84.5」に、「100分の99.5」を

「100分の104.5」に改め、同項第 4号中「100分の72」を「100分

の77」に、「100分の91」を「100分の96」に改める。

第13条の 2 第 1 項第 1 号中「 6 月に支給する場合においては

100分の43.2以上（特定幹部職員にあっては、100分の53.2以

上）、12月に支給する場合においては100分の43.3以上」を「100

分の45.8以上」に、「100分の53.3」を「100分の55.8」に改め、

同項第 2 号中「 6 月に支給する場合においては100分の39.7（特

定幹部職員にあっては、100分の49.7）、12月に支給する場合に

おいては100分の39.8」を「100分の42.3」に、「100分の49.8」

を「100分の52.3」に改め、同項第 3 号中「 6 月に支給する場合

においては100分の37.7以下（特定幹部職員にあっては、100分の

47.7以下）、12月に支給する場合においては100分の37.8以下」

を「100分の40.3以下」に、「100分の47.8」を「100分の50.3」

に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉

手当に関する規則の規定は、令和 4年12月 1日から適用する。


	目次
	規則
	◎高知県立室戸体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

	告示／高知県議会告示／高知県教育委員会告示／高知県警察本部告示
	◎技能職員の給与及び旅費に関する就業規則の一部改正

	高知県人事委員会規則
	◎職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則
	◎職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
	◎期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則


